
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
容器本体１と、該容器本体１の上方に嵌着されており、かつ容器本体１の上面に相当する
上壁部４に開口部５を有する一体成形体からなる中栓部材２と、前記中栓部材２の開口部
５の全面を閉塞するようにして、前記容器本体１又は中栓部材２の一端に、常に開方向に
回動するように付勢するヒンジ機構によって取り付けられている蓋体３とからなる容器に
おいて、
前記蓋体３には、該蓋体３の取り付け部とは反対側の開閉部側に前記蓋体３を閉蓋状態に
保持する係止部２０が垂設されており、
又前記一体成形体からなる中栓部材２には、容器本体１の上面に相当する上壁部４の端部
から立ち上がって連設されている立上がり部６が設けられており、
該立上がり部６には前記係止部２０と係合して前記蓋体３を閉蓋状態に保持する被係止部
７が突設されており、
更に前記立上がり部６の先端部には、該先端部からほぼ直角に折り曲げられた状態の平面
部１２が延設されており、
該平面部１２の先端には平面部１２から反転している支持部材１３、該支持部材１３から
立ち上がって形成されている連結部材１７、該連結部材１７の先端に連設されている押し
部材１１が順次設けられており、
前記平面部１２には、支持部材１３を嵌合するための凹部１４が形成されており、該凹部
１４の内側端面は内側に陥没する係止凹部１５になっており、
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又前記支持部材１３の先端は、支持部材１３を前記平面部１２の凹部１４に重ね合わせた
ときに、平面部１２の前記係止凹部１５と係合する膨出係止部１６になっており、
更に前記押し部材１１の内側端部１８ａは前記蓋体３の外周縁の下面に当接するように位
置しており、
前記押し部材１１はその外側端部１８ｂを押し下げたときに内側端部１８ａが前記連結部
材１７を支点として上方に押し上げられることを特徴とする
容器。
【請求項２】
容器本体１と、該容器本体１の上方に嵌着されており、かつ容器本体１の上面に相当する
上壁部４に開口部５を有する一体成形体からなる中栓部材２と、前記中栓部材２の開口部
５の全面を閉塞するようにして、前記容器本体１又は中栓部材２の一端に、常に開方向に
回動するように付勢するヒンジ機構によって取り付けられている蓋体３とからなる容器に
おいて、
前記蓋体３には、該蓋体３の取り付け部とは反対側の開閉部側に前記蓋体３を閉蓋状態に
保持する係止部２０が垂設されており、
又前記一体成形体からなる中栓部材２には、容器本体１の上面に相当する上壁部４の端部
から立ち上がって連設されている立上がり部６が設けられており、
該立上がり部６には前記係止部２０と係合して前記蓋体３を閉蓋状態に保持する被係止部
７が突設されており、
更に前記立上がり部６の先端部には、該先端部からほぼ直角に折り曲げられた状態の平面
部１２が延設されており、
該平面部１２の先端には平面部１２から反転している支持部材１３、該支持部材１３から
立ち上がって形成されている連結部材１７、該連結部材１７の先端に連設されている押し
部材１１が順次設けられており、
前記中栓部材２の周壁内側２３には、前記平面部１２の上方相当位置に、前記支持部材１
３を平面部１２に重ね合わせたときに該支持部材１３が係止、固定される係止用突起２２
が設けられており、
更に前記押し部材１１の内側端部１８ａは前記蓋体３の外周縁の下面に当接するように位
置しており、
前記押し部材１１はその外側端部１８ｂを押し下げたときに内側端部１８ａが前記連結部
材１７を支点として上方に押し上げられることを特徴とする
容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、容器本体と、一体成形体からなる中栓部材と、蓋体とからなる容器に関するも
のであり、特にウエットペーパーや化粧料等を収納してある容器の蓋体を片手の指先の操
作で簡単に開閉することのできる開閉構造を有し、しかもそれを極めて容易に成形し得る
容器を提供するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、湿潤性維持が要求されるウエットペーパー用の容器や、化粧料用コンパクト容器
のような容器は、上面部に開口部を有する容器本体に対して、該容器本体の前記開口部を
覆う蓋体を、前記容器本体の一端にヒンジ機構によって取り付けて構成している。
【０００３】
このようなタイプの容器にあっては、前記ヒンジ機構の反対側の位置または蓋体の周縁部
に蓋体の係止機構が設けられており、この係止機構によって容器本体の開口部の全体を蓋
体によって閉塞するような構造になっている。
【０００４】
従来のこのような蓋体の開閉構造を有する容器にあっては、蓋体の取り付け部のヒンジ機
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構と対向する反対側の他端部に蓋体開閉用の把手部が設けられており、この蓋体開閉用の
把手部を指先で引き上げることによって係止機構部の係止機構を強制的に解除し、これに
よって開蓋するようにしたものであり、例えば携帯用ではないウエットペーパー用の容器
として用いられている大型容器の大部分のものがこのタイプのものである。
【０００５】
ところで上記の蓋体の開閉構造を具備する容器は、上述した通り指先で強制的に蓋体開閉
用の把手部を引き上げ、これによって係止機構を解除して蓋体を開けるようにしてあるた
めに、この係止機構を解除するのに指先にかなりの力が必要であった。
【０００６】
このために、片手の指先で簡単に蓋体を開けることが難しく、例えば母親が乳児のおむつ
替え等の際に、ウエットペーパーを容器の中から片手で取り出すというような操作を行な
うことができなかった。
【０００７】
又前記した容器においては、蓋体を解放するための把手部を取り付ける必要があり、容器
自体の成形が煩雑であるという問題もあった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明の目的は、一体成形体からなる中栓部材に設けられている押し部材を片手の
指先で押し下げるだけで簡単に蓋体を容器本体から開放することができ、又蓋体の１部分
を片手の指先で上方から押すだけで閉蓋することができる、つまり片手の指先の操作で蓋
体を簡単に開閉することができ、しかも構造的にその成形が容易である容器を提供するこ
とにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記目的は、以下に記載する構成による本発明の容器によって達成される。
すなわち本請求項１の発明は、容器本体と、該容器本体の上方に嵌着されており、かつ容
器本体の上面に相当する上壁部に開口部を有する一体成形体からなる中栓部材と、前記中
栓部材の開口部の全面を閉塞するようにして、前記容器本体又は中栓部材の一端に、常に
開方向に回動するように付勢するヒンジ機構によって取り付けられている蓋体とからなる
容器において、
前記蓋体には、該蓋体の取り付け部とは反対側の開閉部側に前記蓋体を閉蓋状態に保持す
る係止部が垂設されており、
又前記一体成形体からなる中栓部材には、容器本体の上面に相当する上壁部の端部から立
ち上がって連設されている立上がり部が設けられており、
該立上がり部には前記係止部と係合して前記蓋体を閉蓋状態に保持する被係止部が突設さ
れており、
更に前記立上がり部の先端部には、該先端部からほぼ直角に折り曲げられた状態の平面部
が延設されており、
該平面部の先端には平面部から反転している支持部材、該支持部材から立ち上がって形成
されている連結部材、該連結部材の先端に連設されている押し部材が順次設けられており
、
前記平面部には、支持部材を嵌合するための凹部が形成されており、該凹部の内側端面は
内側に陥没する係止凹部になっており、
又前記支持部材の先端は、支持部材を前記平面部の凹部に重ね合わせたときに、平面部の
前記係止凹部と係合する膨出係止部になっており、
更に前記押し部材の内側端部は前記蓋体の外周縁の下面に当接するように位置しており、
しかも前記押し部材は、その外側端部を押し下げたときに内側端部が前記連結部材を支点
として上方に押し上げられるように作動する容器からなる。
【００１０】
又、本請求項２の発明は、容器本体と、該容器本体の上方に嵌着されており、かつ容器本
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体の上面に相当する上壁部に開口部を有する一体成形体からなる中栓部材と、前記中栓部
材の開口部の全面を閉塞するようにして、前記容器本体又は中栓部材の一端に、常に開方
向に回動するように付勢するヒンジ機構によって取り付けられている蓋体とからなる容器
において、
前記蓋体には、該蓋体の取り付け部とは反対側の開閉部側に前記蓋体を閉蓋状態に保持す
る係止部が垂設されており、
又前記一体成形体からなる中栓部材には、容器本体の上面に相当する上壁部の端部から立
ち上がって連設されている立上がり部が設けられており、
該立上がり部には前記係止部と係合して前記蓋体を閉蓋状態に保持する被係止部が突設さ
れており、
更に前記立上がり部の先端部には、該先端部からほぼ直角に折り曲げられた状態の平面部
が延設されており、
該平面部の先端には平面部から反転している支持部材、該支持部材から立ち上がって形成
されている連結部材、該連結部材の先端に連設されている押し部材が順次設けられており
、
前記中栓部材の周壁内側には、前記平面部の上方相当位置に、前記支持部材を平面部に重
ね合わせたときに該支持部材が係止、固定される係止用突起が設けられており、
更に前記押し部材の内側端部は前記蓋体の外周縁の下面に当接するように位置しており、
前記押し部材はその外側端部を押し下げたときに内側端部が前記連結部材を支点として上
方に押し上げられるように作動する容器からなる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
上記の構成による容器本体と、一体成形体からなる中栓部材と、蓋体とからなる本発明の
容器においては、蓋体の外周近傍にこれらの各部材の係止部を設けてあり、又容器本体の
上部に嵌着されている一体成形体からなる中栓部材には、蓋体を閉じたときに前記蓋体の
係止部と係合する被係止部と、同じく蓋体を閉じた状態にあるときに、その内側端部が蓋
体の外周端部の下面に接するように配置していて、かつ前記被係止部より外側に設けられ
ている立上がり突起部の先端に支持されている蓋体解放用の押し部材とが設けられている
ので、該押し部材の外側端部を片手の指先で押し下げると、前記突起部を支点として押し
部材の内側端部が上方に押し上げられ、これによって蓋体の外周端部が上方に押し上げら
れ、前記係止部が上方に引き上げられるように作動する。
【００１２】
かくして、蓋体側の係止部と一体成形体からなる中栓部材側の被係止部との間の係合が解
除され、蓋体が中栓部材を係合してある容器本体から簡単に解放される。またこの中栓部
材を係合してある容器本体から解放されている蓋体を、その上方から、該容器本体に対し
て片手の指先で押し下げるだけで、前記係止部と被係止部とが係合し、蓋体が閉塞状態に
なる。
【００１３】
【実施例】
以下、図面に基づいて本発明の容器の具体的な構成を説明する。
図１は、本請求項１の発明の容器における蓋体の開閉構造の１例を示す部分拡大断面図で
あり、図２は、図１に示す容器に使用してある一体成形体からなる中栓部材の部分拡大断
面図であり、容器本体に嵌着する前の状態を示すものである。
【００１４】
容器本体と、一体成形体からなる中栓部材と、蓋体とからなる本請求項１の発明の容器は
、図１による部分拡大断面図に示されるように、ウエットペーパー等が収納される容器本
体１と、該容器本体１の上方に嵌着されており、かつ容器本体１の上面に相当する上壁部
４に開口部５を有する一体成形体からなる中栓部材２と、前記中栓部材２の開口部５の全
面を閉塞するようにして、前記容器本体１又は一体成形体からなる中栓部材２の一端に、
常に開方向に回動するように付勢するヒンジ機構によって取り付けられている蓋体３とか
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らなる。
【００１５】
前記一体成形体からなる中栓部材２及び蓋体３は、弾性を有するプラスチックによって成
形されており、蓋体３には、該蓋体３の取り付け部とは反対側の開閉部側に前記蓋体３を
閉蓋状態に保持する係止部２０が垂設されている。
【００１６】
又前記一体成形体からなる中栓部材２には、容器本体１の上面に相当する上壁部４の端部
から立ち上がって連設されている立上がり部６が設けられており、該立上がり部６には前
記係止部２０と係合して前記蓋体３を閉蓋状態に保持する被係止部７が突設されており、
更に前記立上がり部６の先端部には、該先端部からほぼ直角に折り曲げられた状態の平面
部１２が延設されており、該平面部１２の先端には平面部１２から反転している支持部材
１３、該支持部材１３から立ち上がって形成されている連結部材１７、該連結部材１７の
先端に連設されている押し部材１１が順次設けられており、前記押し部材１１の内側端部
１８ａが前記蓋体３の外周縁の下面に当接するように位置している。
【００１７】
更に、前記一体成形体からなる中栓部材２の平面部１２には、凹部１４が形成されており
、該凹部１４に、平面部１２から反転している前記支持部材１３が嵌合している。
【００１８】
又前記係止部２０は、前記蓋体３の外周縁の近傍で容器本体１側に向かって垂設されてい
る係止部材１９の下端において、外側に膨隆して形成されている部分である。
【００１９】
そして、前記押し部材１１は、その外側端部１８ｂを押し下げたときに内側端部１８ａが
前記連結部材１７を支点として上方に押し上げられように作動する。
【００２０】
なお、一体成形体からなる中栓部材２に設けられている周壁部９、１０は、容器本体１の
周壁上部８に嵌合する延設部分である。
【００２１】
次に、前記一体成形体からなる中栓部材２の構成を、図２に基づいてより詳細に説明する
。
一体成形体からなる中栓部材２において、容器本体１の上面に相当する上壁部４には、ウ
エットペーパー等の取り出し口たる開口部５が設けられている。また、この上壁部４の端
縁には立ち上がり部６が連設されており、該立ち上がり部６の所定箇所には内側に突設す
る被係止部７が膨出して形成されている。
【００２２】
さらに前記立ち上がり部６の先端よりほぼ直角に連設されている平面部１２には、下側に
向かって延びる周壁部９、１０が、前記容器本体１の周壁上部８の肉厚に応じた間隔を置
いて設けられている。
【００２３】
前記周壁部１０の所定箇所には内側に突出する係合突部９ａが設けられており、該係合突
部９ａは容器本体１の前記周壁上部８に形成してある外側に突出する係合突部８ａと係合
するようになっている。
【００２４】
前記平面部１２には後述する押し部材１１を支持する支持部材１３を嵌合して固定するた
めの凹部１４が形成されており、該凹部１４の内側端面は、内側に陥没する係止凹部１５
になっている。
【００２５】
更に前記平面部１２の先端には、押し部材１１を支持する支持部材１３が連設されており
、該支持部材１３の先端は、支持部材１３を折曲して前記平面部１２の凹部１４に重ね合
わせたときに、平面部１２の前記係止凹部１５と係合する膨出係止部１６になっている。
【００２６】
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前記支持部材１３の先端側付近には上方に立ち上がる連結部材１７が突設されており、該
連結部材１７の先端に押し部材１１が連設されている。
【００２７】
この押し部材１１は、その内側端部１８ａが、蓋体３を閉塞状態にしたときに蓋体３の外
周縁の下面に当接するように配設されている。
【００２８】
これによって、弾性材料で成形されている一体成形体からなる中栓部材２の押し部材１１
の外側端部１８ｂを、上方より指先で押し下げると、前記連結部材１７を支点として押し
部材１１の内側端部１８ａが上方に押し上げられ、当接している蓋体３の外周縁が上方に
押し上げられるように作用する。
【００２９】
前記構成を有する一体成形体からなる中栓部材２を容器本体１に取り付けるに際しては、
平面部１２側に支持部材１３を折り曲げた後に、これを平面部１２の凹部１４に重ね合わ
せると共に、支持部材１３の先端の膨出係止部１６を平面部１２の係止凹部１５に係合し
て固定する。
【００３０】
次いで、一体成形体からなる中栓部材２の前記周壁部９、１０の間に、容器本体１の周壁
上部８を嵌着し、かつ前記係合突部８ａと係合突部９ａとを係合することにより、中栓部
材２を容器本体１の上方に取り付ける。
【００３１】
なお蓋体３は、図示していない従来の構成によるものと同様に、反対側の端部が枢着され
ており、弾性部材の特性あるいはバネ等を利用したヒンジ機構によって、蓋体が常に開方
向に回動するように付勢されている状態で取り付けられている。
【００３２】
又蓋体３には、外周縁付近に垂設されている弾性部材よりなる係止部材１９が設けられて
おり、該係止部材１９の下方部分には前記一体成形体からなる中栓部材２の立上がり部６
に設けた被係止部７に係合する係止部２０が外側に突設されている。
【００３３】
かかる構造によって、蓋体３を一体成形体からなる中栓部材２に対して押し下げると前記
係止部材１９の係止部２０が被係止部７を越えて係合し、これにより蓋体３が閉塞状態を
保持することになる。
【００３４】
又蓋体３が前記押し部材１１によって上方に押し上げられると、前記係止部２０が被係止
部７を越えて係合が解除され、これによって蓋体３が解放される。
【００３５】
更に、前記構成による本請求項１の発明の容器における蓋体の開閉作用について、以下に
説明する。
図１において、蓋体３が閉じられている状態から、蓋体３を解放するには、中栓部材２に
おける押し部材１１の外側端部１８ｂを指先で押し下げる。
【００３６】
この押し部材１１の押し下げによって、該押し部材１１の内側端部１８ａが、連結部材１
７を支点として上方に押し上がるように作用する。
【００３７】
これによって、押し部材１１の内側端部１８ａの壁部に当接している蓋体３の外周縁が上
方に押し上げられ、蓋体３の係止部２０と中栓部材２の立ち上がり部６に形成してある被
係止部７との間の係合が解除され、蓋体３が容器本体１に嵌着されている一体成形体から
なる中栓部材２から解放される。
【００３８】
ここで、蓋体３は常に解放方向に回動するように付勢されて取り付けられているから、上
記のようにして前記係止部２０と被係止部７との係合が解除されると、蓋体３は自ずから
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全開状態になる。
【００３９】
又、蓋体３を再度閉塞状態にするには、蓋体３の１部分を指先で押圧すればよく、この押
圧力によって前記係止部２０と被係止部７とが係合し、蓋体３に付与されている前記付勢
力に抗して蓋体３に閉塞状態を保持させることができる。
【００４０】
続いて図３は、本請求項２の発明の容器における蓋体の開閉構造の１例を示す部分拡大断
面図であり、図４は、図３に示す容器における支持部材１３の係止、固定に係る係止用突
起を説明する斜面図である。なお、図３及び図４においては、図１及び図２と共通する部
分は、図１及び図２と同一の符号で表示してある。
【００４１】
上記の図３及び図４に示す蓋体の開閉構造おいては、中栓部材２における支持部材１３を
平面部１２側に折り曲げて、該平面部１２に対して支持部材１３を係止、固定するときの
構造が、上記の図１及び図２に示した蓋体の開閉構造と相違するのみであり、その他の構
成については、前記した図１及び図２に示す蓋体の開閉構造と同一であり、その作用は図
１及び図２に示す蓋体の開閉構造と全く同一である。
【００４２】
図３及び図４において、中栓部材２の周壁内側２２には、支持部材１３を平面部１２側に
折り曲げて該平面部１２に重ね合わせたときに、支持部材１３を係止、固定するための係
止用突起２１が設けられている。
【００４３】
つまり、支持部材１３を上方より押圧すると、該支持部材１３の側面部が撓みながら前記
係止用突起２１を乗り越えて、支持部材１３が係止用突起２１と前記平面部１２との間に
入り込み、支持部材１３が平面部１２に対して係止、固定される。
【００４４】
なお係止用突起２１は、図４の斜面図に示すように、該係止用突起２１を前記支持部材１
３の側面部が乗り超え易いように、その上面２３を下方に向かう傾斜面にしてある。
【００４５】
しかして、図３及び図４に示す中栓部材２を容器本体１に取り付けるに際しては、図３に
おいて点線で示してある中栓部材２の平面部１２側に支持部材１３を折り曲げた後に、更
に支持部材１３を上方より押圧し、支持部材１３の側面部を撓ませながら係止用突起２１
を乗り越えて、支持部材１３を係止用突起２１と前記平面部１２との間に入り込ませ、支
持部材１３を平面部１２に対して係止、固定する。
【００４６】
次いで、一体成形体からなる中栓部材２の周壁部９、１０の間に、容器本体１の周壁上部
８を嵌着し、かつ前記係合突部８ａと係合突部９ａとを係合することにより、中栓部材２
を容器本体１の上方に取り付ける。
【００４７】
更に、図４において、符号２４は平面部１２に設けてある貫通溝であり、中栓部材２の成
形用金型において、係止用突起２１の成形上から必然的に成形された部分であって、上記
の支持部材１３の係止、固定には無関係である。
【００４８】
本請求項１及び請求項２の発明の容器は前記したような構成を有し、かつ作用を果たすも
のであるから、少なくとも一体成形体からなる中栓部材２および蓋体３の係止部２０は、
弾性材料あるいは可撓性材料等で形成してあることが必要である。
【００４９】
【発明の効果】
以上の通りの構成及び作用を有する本発明の容器にあっては、押し部材１１を指先で押し
下げるだけで、蓋体３を中栓部材２が取り付けられている容器本体１から２から簡単に解
放することができ、又蓋体３の１部分を片手の指先で上方から押すだけで閉塞することが
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できるので、例えば母親が乳幼児のおむつ替えを行なうようなときにも、片手の指先の操
作で蓋体３を中栓部材２が取り付けられている容器本体１に対して、容易に開閉すること
ができる。
【００５０】
又、本発明の容器にあっては、容器本体に取り付けられる一体成形体からなる中栓部材は
、その構造上から、押し部材を含んだ１ピースの成形体になっているために、中栓部材の
成形が容易であり、これによって上記の容器を極めて簡単に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本請求項１の発明の容器の蓋体の開閉構造部分の１例を示す部分拡大断面図であ
る。
【図２】図１に示される容器に使用してある一体成形体からなる中栓部材の部分拡大断面
図である。
【図３】本請求項２の発明の容器における蓋体の開閉構造の１例を示す部分拡大断面図で
ある。
【図４】図３に示す容器における支持部材１３の係止、固定に係る係止用突起２１を説明
する斜面図である。
【符号の説明】
１・・・・容器本体
２・・・・一体成形体からなる中栓部材
３・・・・蓋体
４・・・・容器本体１の上面に相当する上壁部
５・・・・開口部
６・・・・立ち上がり部
７・・・・被係止部
１１・・・・押し部材
１２・・・・平面部
１４・・・・凹部
１５・・・・凹部１４の内側端面に形成されている係止凹部
１６・・・・支持部材１３の先端に形成されている膨出係止部
１７・・・・連結部材
１９・・・・係止部材
２０・・・・係止部
２１・・・・係止用突起
２２・・・・中栓部材２の周壁内側
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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